
教育公報 号 外
平成22年４月１日発行

� � � �
� � � � � � � �

� �

� �

����	
�������

三重県教育委員会公印規則 (昭和33年三重県教育委員会規則第19号) 第２条の規定による公印を次のとおり廃
止しました｡

平成22年４月１日
三 重 県 教 育 委 員 会

第１
１ 公 印 名 三重県立熊野少年自然の家所長印
２ 印 影

３ 廃止年月日 平成22年３月31日
４ 廃止の理由 三重県立熊野少年自然の家については､ 平成22年４月１日付けで､ 有限会社熊野市

観光公社に管理させるため

第２
１ 公 印 名 三重県立尾鷲高等学校長印 (二)
２ 印 影

３ 廃止年月日 平成22年３月31日
４ 廃止の理由 三重県立尾鷲高等学校長島分校が廃止されたため
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告 示 ○ 三重県教育委員会公印規則による公印の廃止 ………………………………… 教 育 総 務 室 １頁
三重県教育委員会公印規則による公印の新調 ………………………………… 教 育 総 務 室 ２頁

訓 令 ○ 三重県立学校長に対する人事事務等の委任及び専決に関する規程の
一部を改正する訓令 ……………………………………………………………… 人 材 政 策 室 ２頁

○ 三重県立学校事務決裁規程の一部を改正する訓令 …………………………… 人 材 政 策 室 ２頁
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三重県教育委員会公印規則 (昭和33年三重県教育委員会規則第19号) 第２条の規定による公印を次のとおり新
調しました｡

平成22年４月１日
三 重 県 教 育 委 員 会

１ 公 印 名 三重県立杉の子特別支援学校長印 (二)
２ 寸 法 方23ミリメートル
３ 印 影

４ 使 用 範 囲 公文書用
５ 使用開始日 平成22年４月１日
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各県立学校
三重県立学校長に対する人事事務等の委任及び専決に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡
平成22年４月１日

三重県教育委員会委員長 牛 場 ま り 子
三重県立学校長に対する人事事務等の委任及び専決に関する規程の一部を改正する訓令

三重県立学校長に対する人事事務等の委任及び専決に関する規程 (昭和37年教委訓第177号) の一部を次のよ
うに改正する｡
第２条第１項中第１号から第５号までを削り､ 第６号を第１号とし､ 第７号から第12号までを５号ずつ繰上げ

る｡
第２条第２項中 ｢第８号､ 第９号､ 第10号及び第11号｣ を ｢第３号､ 第４号､ 第５号及び第６号｣ に改める｡

附 則
この訓令は､ 平成22年４月１日から施行する｡
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各県立学校
三重県立学校事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡
平成22年４月１日

三重県教育委員会委員長 牛 場 ま り 子
三重県立学校事務決裁規程の一部を改正する訓令

三重県立学校事務決裁規程 (平成15年教委訓第１号) の一部を次のように改正する｡
別表第３号の項第15号を削り､ 同表中第11号の項から第14号の項までを削り､ 第15号の項を第11号の項とし､

第16号の項から第20号の項までを４項ずつ繰り上げる｡
附 則

この訓令は､ 平成22年４月１日から施行する｡
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